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下
水
処
理
の
流
れ

　

家
庭
や
工
場
な
ど
か
ら
出
さ
れ
た
「
汚

水
」
は
、
汚
水
管
や
中
継
ポ
ン
プ
場
を
経

て
、
水
処
理
セ
ン
タ
ー
で
き
れ
い
な
水
に

処
理
さ
れ
、
川
や
海
に
流
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
地
表
面
に
溜
ま
っ
た
「
雨
水
」
は
、

道
路
側
溝
や
雨
水
ま
す
か
ら
雨
水
管
や
雨

水
排
水
ポ
ン
プ
場
を
経
て
、
川
や
海
に
流

さ
れ
ま
す
。

下
水
道
の
種
類

　

下
水
道
に
は
３
種
類
あ
り
ま
す
。

　

１
種
類
目
は
、
市
街
地
の
汚
水
が
流
れ

る
「
公
共
下
水
道
」

　

２
種
類
目
は
、
市
街
地
内
の
雨
水
の
流

路
で
あ
る
「
都
市
下
水
路
」

　

３
種
類
目
は
、
２
以
上
の
市
町
に
わ
た

り
設
置
さ
れ
る
下
水
道
で
都
道
府
県
が
管

理
す
る
「
流
域
下
水
道
」

　

本
市
の
下
水
は
、
滋
賀
県
湖
南
中
部
流

域
下
水
道
を
流
れ
、
草
津
市
矢
橋
町
の
人

工
島
に
あ
る
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
浄
化
処
理

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、汚
水
を
処
理
す
る
他
の
施
設
に
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト（
コ
ミ
プ
ラ
）、

農
業
集
落
排
水
施
設
、
合
併
処
理
浄
化
槽

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

下
水
道
は
、
私
た
ち
が
使
用
し
た
後
の
汚
れ
た
水
を
き
れ
い
に
処
理
し
て
自
然
に

も
ど
す
た
め
に
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
本
市
の
下
水
道
事
情

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

水
環
境
保
全 

と 

下
水
道
の
役
割

汚れた水が、自然に帰れるように、水を汚さない工夫をみんなで考えよう！
●「食べ残し」を流すと、下水管がつまる原因になるので、
　　台所などの排水溝に流れないようにし、コンポストや可燃ごみとして処理してください。
●「油」は簡単にはキレイにできないので、新聞紙などに吸わせて燃えるゴミで処理してください。

近江八幡市のデザインマンホール
八幡小学校付近に「八幡堀」の、安土小学校付近に「負けずの鍔

つば

」の図柄のマンホールがあります。

雨水管

雨水

汚水

公共下水道

流域下水道

まち

工場

水蒸気

雨

下水処理場

汚水管

下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」

※（公財）日本下水道協会発行のパンフレットを一部加工し、掲載しています。

水の循環
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処理区域内人口 67,427 人
下水を整備した区域の人口

普及率 82.16 ％
下水道整備された割合

（算出式）処理区域内人口÷行政区域内人口

水洗化人口 59,378 人
実際に下水道に接続している人口

水洗化率 88.06 ％
下水道整備した区域のうち下水道が利用されている割合

（算出式）水洗化人口÷処理区域内人口

◆下水道の普及状況   （平成31年3月31日現在）

公共下水道使用料（20 ㎥ まで）
2,829.20 円 / ２カ月あたり

特定環境保全公共下水道使用料（10 ㎥ まで）
　1,650.00 円 / １カ月あたり（沖島地区）

農業集落排水処理施設使用料（一般家庭の場合）
基本料金 2,095 円＋（加算料金 524 円×使用人数）

/ １か月あたり

受益者負担金　　　　　 土地の面積（㎡）× 250 円
新たに下水道の供用開始となるときに一度限り賦課される負担金

◆基本料金　　　　　　（一般排水・税込）
料金水準は、県内ではおおむね平均値となっています。

30 年～ 39 年
18.7％

40 年～ 49 年
0.6％

10 年～ 19 年
38.0％

その他
6.7％

20 年～ 29 年
36.0％

50 年以上経過している０％

　現時点で老朽化の問題はありません。
しかし、建設が一時期に集中して
いるので、更新時期も集中して到
来することが予想されます。

法定耐用年数は 50 年

  　

平
成
29
年
度
に
公
営
企
業
会
計
に
移

行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
経
営
状
況
が
明

確
に
な
り
ま
し
た
。

　

将
来
的
に
は
人
口
減
少
が
予
測
さ
れ

使
用
料
収
入
の
増
加
は
見
込
め
な
い

中
、
今
後
、
下
水
道
事
業
を
維
持
す
る

た
め
の
収
益
の
確
保
に
つ
い
て
、
使
用

料
の
あ
り
方
や
他
会
計
負
担
金
の
あ
り

方
な
ど
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
今
後
、
昭
和

57
年
以
降
に
集
中
し
て
整
備
し
た
下
水

道
管
の
老
朽
化
が
一
斉
に
進
む
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
来
る
べ
き
更
新
需
要
に

備
え
て
、
実
施
可
能
な
更
新
計
画
の
策

定
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
昨
今
の
頻
発
す
る
各
種
災

害
発
生
時
に
、
迅
速
・
的
確
に
対
応
で

き
る
よ
う
、
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
や

業
務
継
続
計
画
を
常
時
改
定
し
、
体
制

を
整
備
す
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。

　

将
来
に
わ
た
り
安
定
的
に
事
業
を
継

続
し
て
い
く
た
め
、
こ
れ
ら
の
課
題
を

踏
ま
え
た
、
経
営
戦
略
な
ど
の
策
定
を

し
て
い
く
予
定
で
す
。
皆
さ
ん
も
、
下

水
道
の
将
来
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。

◆沿革
●旧近江八幡地域　八幡堀の復興活動や、琵琶湖周辺
　の水質保全を目的に、昭和 49 年度から整備を始め、
　昭和 61 年から一部の地域で使用開始。
●旧安土地域　西の湖の水質保全を目的に、平成元年
　から使用開始。
●沖島　琵琶湖の水質保全や、住民の生活向上を目的
　に、昭和 57 年に使用開始。
●農業集落排水事業　農村集落が対象。市内では、大
　中西部地区が平成５年から、佐波江地区が平成 11
　年から使用開始。

◆財務の状況　　           　（平成 30 年度実績）

  下水道事業収益

　20 億 5246 万 4 千円

  下水道事業費用

　20 億 1242 万 7 千円

  純利益　 　　　 　　    4003 万 7 千円

※下水道事業会計は、一般会計からの繰入金がなければ赤
字の状況であり、今後、一般会計からの繰入金のあり方な
どについても検討の必要があります。 

◆管路の現状　　       （平成31年3月31日現在）

管路の総延長　　約３６６㎞

管渠
きょ
の経過年数

50年以上経過　0％

管路の

【本市の下水道の状況】

問　
　
上
下
水
道
課
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